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財団法人 日本情報処理開発協会 情報マネジメント推進センター　御中

誓　約　書

当機関は、財団法人 日本情報処理開発協会 情報マネジメント推進センター（以下、協会という）のITSMS適合性評価制度に係る認定業務及び認定登録の有効期間中において、以下の項目について誓約致します。

1.　要求事項との合致

　審査登録の機構と業務を、認定の要求事項に合致させます。

2.　情報の提供

　認定に必要な情報は全て提供致します。

3.　認定審査の受け入れ、協力等

3.1　協会が行う初回審査、サーベイランス及び更新審査（以下、認定審査等という）を快く受け入れると共に、協力致します。また、協会が当機関に重大な違反があると認めた場合には、協会が行う特別審査についても受け入れ、協力致します。

3.2　認定審査等及び当機関の苦情処理の調査のために、協会が当機関の文書の調査、必要な場所への立入り、記録の閲覧及び職員への接触を行うことを認めます。

3.3　当機関が行う事業者の審査に、協会が立会うことを認めます。当該組織へは、当機関が事前に了解をとります。

3.4　当機関が審査業務を下請負する場合は、下請負先の組織又は個人の資格を、必要に応じて協会が確認することを認めます。下請負先の個人または組織へは、当機関が事前に了解をとります。

4.　変更の通知

　認定の基準に関連する事項に変更が生じた場合は、直ちに協会に通知致します。

5.　料金の支払い

　認定審査等の結果の如何にかかわらず、協会がその時点での料金規程の最新版に基づいて請求する認定審査料金を所定の期日までに支払います。また、認定された後には、協会が同様に請求する認定登録料金及び認定維持のための料金を所定の期日までに支払います。

6.　認定シンボル(マーク)の使用

　認定シンボル(マーク)は、協会の規程（認定マーク使用規程）の最新版の条件に従って、有効期間中に限り使用致します。

7.　異議申立て、苦情及び紛争の報告

　当機関の、認定された審査登録業務に関する全ての異議申立て、苦情及び紛争の記録と、それに対してとられた対応処置を記録し、協会の要求に応じて報告致します。

8.　責任の限度

　当機関は、協会の行為に伴って生じた当機関の損失、損害等又はその付随的支出について、協会のいかなる組織又は個人に対しても責任を求めません。但し、損失、損害等の原因が協会の故意の不正行為によるものである場合は、この限りではありません。

20　　年　　月　　日

申請機関名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

申請者役職・氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
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